
 

 

[ぎまん的顧客誘引及び不当な利益による顧客誘引に類する規制] 

 

○証券取引法(適合性の原則） 

義務規定

第四十三条 証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。 

一 有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは

外国市場証券先物取引の委託又は有価証券 店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及

び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることと

なるおそれがあること。 

 

○金融商品の販売等に関する法律 

義務規定

第三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の

販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項（以下「重要事項」という。）について説明をしなければなら

ない。  

一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因と

して元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標  

二 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因と

して元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該者  

三 前二号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政

令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該事由  

四 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解

除をすることができる期間の制限があるときは、その旨  

損害賠償

規定 

第四条 金融商品販売業者等は、顧客に対し前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において、当

該重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。  

第五条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説

明をしなかったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。  

 

 

資料 3 

不公正な取引方法類似行為を規制している法律例(追加) 


